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す
く
す
く
ひ
ろ
ば

手
遊
び
や
親
子
体
操
を
し
た
り
お
母
さ
ん

同
士
の
情
報
交
換
の
場
と
な
っ
て
い
ま
す
。

初
め
て
の
人
で
も
大
丈
夫
、
き
っ
と
仲
良

し
に
な
れ
ま
す
よ
。
一
度
遊
び
に
来
て
み
ま

せ
ん
か
？

●
ひ
よ
こ
ひ
ろ
ば
︵
６
ヶ
月
ま
で
︶

﹁
毎
月
１
回
﹂

●
０
歳
児
ひ
ろ
ば

﹁
毎
月
２
回
﹂

●
１
歳
児
ひ
ろ
ば

﹁
毎
月
２
回
﹂

●
２
歳
以
上
児
ひ
ろ
ば
﹁
毎
月
１
回
﹂

●
合
同
ひ
ろ
ば

﹁
毎
月
１
回
﹂

開
催
場
所
⋯

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
・
市
民
体
育
館
・

総
合
体
育
館
　

時
間
⋯
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

※
具
体
的
な
日
程
や
場
所
に
つ
い
て
は
、
毎

月
広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

※
名
札
や
教
材
な
ど
を
準
備
し
ま
す
の
で
、

初
め
て
の
人
は
事
前
に
電
話
で
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

育
児
サ
ー
ク
ル
支
援

子
育
て
中
の
仲
間
が
欲
し
い
人
に
、
育
児

サ
ー
ク
ル
の
紹
介
や
結
成
の
お
手
伝
い
を
し

ま
す
。
親
子
遊
び
の
指
導
や
お
も
ち
ゃ
の
貸

し
出
し
も
し
て
い
ま
す
。

育
児
相
談

子
育
て
で
悩
ん
で
い
る
事
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？
ど
ん
な
こ
と
で
も
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

日
時
⋯
毎
週
月
〜
土
曜
日

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

︵
日
曜
、
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
︶

出
前
保
育

公
園
や
広
場
で
歌
や
親
子
体
操
な
ど
の
遊

び
を
楽
し
み
ま
す
。

開
催
場
所
⋯
出
戸
街
区
公
園
・
風
の
松
原
い

こ
い
の
ひ
ろ
ば
　
　

時
間
⋯
午
前
10
時
〜
11
時
30
分

◎
鶴
形
地
区
で
も
行
い
ま
す
。

︵
鶴
形
小
・
第
２
金
曜
日
５
月
〜
２
月
︶

※
具
体
的
な
日
程
や
場
所
に
つ
い
て
は
、
毎

月
広
報
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

子
育
て
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス

子
育
て
の
参
考
に
な
る
情
報
を
、
電
話
で

い
つ
で
も
聞
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
毎
月
２

回
、
内
容
が
変
わ
り
ま
す
。

専
用
電
話
　
☎
52
︱
６
７
０
０

ち
び
ち
ゃ
ん
ひ
ろ
ば
︵
保
育
所
開
放
︶

保
育
所
の
子
ど
も
た
ち
と
一
緒
に
遊
び
ま

し
ょ
う
。
親
子
で
遊
び
に
来
て
く
だ
さ
い
。

日
時
⋯
第
３
木
曜
日
︵
５
月
〜
２
月
︶

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

実
施
保
育
所
⋯

第
一
保
・
河
戸
川
・
浅
内
・
福
田
・
竹
生

常
盤
・
檜
山
・
鶴
形

子
育
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
保
育
体
験

子
育
て
を
終
え
た
主
婦
や
看
護
師
・
保
育

士
経
験
の
あ
る
人
、
学
生
な
ど
子
育
て
に
関

心
あ
る
人
で
支
援
セ
ン
タ
ー
の
活
動
を
手
伝

っ
て
く
れ
る
人
を
募
集
し
ま
す
。

子
育
て
情
報
紙
﹁
す
く
す
く
﹂

発
行
⋯
年
２
回
︵
６
月
・
１
月
︶

※
情
報
紙
﹁
す
く
す
く
﹂
は
、
各
保
育
所
、

保
健
セ
ン
タ
ー
、
働
く
婦
人
の
家
、
市
内

小
児
科
医
院
な
ど
に
置
い
て
い
ま
す
。

１
　
保
育
料︵
保
育
所
・
幼
稚
園
︶へ
の
助
成

○
対
象
児
童

・
１
歳
以
上
の
幼
児
を
対
象
と
し
ま
す
。

○
支
援
の
内
容

・
17
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
幼
児
に

は
、
保
育
料
の
半
額
を
助
成
し
ま
す
。

・
17
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
幼
児
に

は
、
特
例
と
し
て
保
育
料
の
４
分
の
１
を

助
成
し
ま
す
。

○
所
得
制
限
に
つ
い
て

・
助
成
の
対
象
は
、
乳
幼
児
医
療
費
制
度
の

所
得
制
限
基
準
額
を
超
え
な
い
世
帯
と
し

ま
す
。

○
対
象
保
育
料

・
新
制
度
が
始
ま
る
８
月
１
日
以
後
の
保
育

料
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
経
過
措
置

・
18
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
子
ど
も

に
は
、
現
行
制
度
︵
第
３
子
以
降
の
子
ど

も
は
就
学
前
ま
で
、
第
１
子
０
歳
児
の
子

ど
も
は
満
１
歳
ま
で
の
保
育
料
無
料
制
度
︶

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

２
　
乳
児
養
育
支
援
金
の
支
給

○
対
象
児
童

・
17
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
０
歳
児

を
対
象
と
し
ま
す
。

県
で
は
、
よ
り
多
く
の
子
育
て
家
庭
が
経
済
的
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
制
度
の
見
直
し

を
行
い
ま
す
。︵
17
年
８
月
１
日
実
施
予
定
︶

問
合
せ

保
育
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
ふ
れ
あ
い
福
祉
係
　
☎
89
︱
２
１
５
３

幼
稚
園
に
つ
い
て
　
　
　
　
学
校
教
育
係
　
　
　
☎
89
︱
２
９
４
６

乳
幼
児
医
療
費
に
つ
い
て
　
医
療
給
付
係
　
　
　
☎
89
︱
２
１
６
６

○
支
援
の
内
容

・
乳
児
養
育
支
援
金
と
し
て
、
17
年
８
月
か
ら

月
額
１
万
円
を
支
給
し
ま
す
。

○
所
得
制
限
に
つ
い
て

・
助
成
の
対
象
は
乳
幼
児
医
療
費
制
度
の
所
得

制
限
基
準
額
を
超
え
な
い
世
帯
と
し
ま
す
。

※
17
年
４
月
２
日
か
ら
18
年
４
月
１
日
ま
で
に

生
ま
れ
た
第
１
子
お
よ
び
第
３
子
以
降
の
０

歳
児
は
、
乳
児
養
育
支
援
金
、
保
育
料
無
料

の
い
ず
れ
か
に
つ
い
て
、
保
護
者
か
ら
の
申

請
に
基
づ
き
、
決
定
と
な
り
ま
す
。

３
　
乳
幼
児
医
療
費
助
成
事
業

○
対
象
児
童

・
現
行
ど
お
り
、
就
学
前
の
子
ど
も
を
対
象
と

し
ま
す
。

○
自
己
負
担
に
つ
い
て

・
無
料
化
を
見
直
し
医
療
費
の
自
己
負
担
分
の

半
額
を
助
成
し
、
自
己
負
担
分
は
入
院
・
外

来
・
調
剤
と
も
１
レ
セ
プ
ト
︵
診
療
報
酬
明

細
書
︶
当
た
り
月
額
１
０
０
０
円
を
限
度
と

し
ま
す
。

・
な
お
、
０
歳
児
と
住
民
税
非
課
税
世
帯
に
は

現
行
ど
お
り
全
額
を
助
成
し
ま
す
。

○
所
得
制
限
に
つ
い
て

・
現
行
ど
お
り
、
一
定
の
所
得
制
限
基
準
を
超

え
な
い
世
帯
と
し
ま
す
。

子
育
て
に
か
か
る
経
済
的
支
援
策
を
見
直
し
ま
す

〜
安
心
し
て
生
み
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
を
目
指
し
て
〜


